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■ スキャナ保存制度の概要 

スキャナ保存制度とは、日々の取引で発生する契約書や領収書、請求書、見積書などの国税関係書類につ

いて、紙での保存に代えて、スキャナで読み取って電子データとして保存することが認められる制度です。電子

データでの保存を開始するには、対象書類や利用システム等について事前に本店所在地の所轄税務署長へ

申請し、承認を受けることが必要となります。 

この制度は、平成27年度税制改正により、「相互けん制」、「定期検査」、「再発防止」等を社内規程等におい

て整備し、その事務処理の適正な実施を新たな要件とするかわりに、他の要件が緩和されました。主にスキャ

ン時に必要であった入力者等の電子署名が不要となり、3 万円未満に限定されていた契約書・領収書の金額

基準がなくなったことで、貸借対照表等の決算関係書類以外の紙の国税関係書類が対象となりました。 

 

 

国税関係書類 

貸借対照表、損益計算書や在庫表などの決算関係書類 × 

領収書、契約書、請求書、納品書等の重要書類 ○ 

上記以外の見積書、注文書等の一般書類 ○ 

■ スキャナ保存制度の適用要件の改正 

スキャナ保存制度は、昨年度に引き続き平成 28 年度税制改正においても適用要件がさらに緩和されました。

主な適用要件の改正事項は次のとおりです。 

 

※「平成 28 年度経済産業省税制改正について」より 

1.原稿台と一体になったスキャナ要件の廃止 

スキャンニングのために固定型スキャナを使う必要があったものがスマートフォンやデジタルカメラなどに

よる電子化が可能になるなど、データ化を行う機器や場所の柔軟な選択が可能となりました。 

２.相互けん制要件の緩和 

国税関係書類の受領等をする者以外の者が記録事項の確認（必要に応じて原本の提出を求めることを

含みます｡）を行うこととすることで足りることになりました。 

３.定期検査要件の緩和 

定期検査が完了するまで必要とされている国税関係書類の原本保存を本店以外の支店や事務所などで

も行うことができるようになりました。 

４.小規模企業者（従業員数が 5 人以下（製造業等であれば 20 人以下）の小規模企業者）の特例 

定期検査を顧問税理士等に依頼すれば、相互けん制要件を不要とすることができます。 

なお、平成 28 年改正後の適用要件は、平成 28 年 9 月 30 日以降に行う承認申請について適用されます。 



    

 

 

 

 

 

  メリッ

を削減

が要件

 

  

 

  所轄税

か月前

平成

す。よっ

 

 

 

  定期的

データ化

すが、前

 

 

 

  タイム

明する

ンプ事業

関係書

 

 

 

  発注書

電子的

この

なります

係書類

 

 

 

【赤坂】〒107-

   TE

【荒川】〒116-

T

Ｑ２．スキャ

Ｑ４．タイム

Ｑ３．スマホ

Ｑ１．スキャ

Ｑ５．メール

ットは、領収書

減できることや

件となっている

税務署長に対

前の日までに、

成 28 年度改正

って、実際に改

的な事後検査

化が完了し、

前頁の④の事

ムスタンプとは

ものです。ス

業者によって

書類の受領後

書や納品書、

的に取り交わし

電子取引デー

す。原則、電子

類であれば制限

-0052  東京都港

EL：03-3224-888

-0002  東京都荒

TEL：03-3802-81

ャナ保存制度

ムスタンプとは

ホで撮影しデ

ャナ保存制度

ルに添付され

書などの国税

や、帳簿と電子

ることから、必

対して、国税

、「国税関係書

正後のスキャ

改正後の要件

査が完了する

タイムスタン

事後検査が完

は、その付され

スキャナ保存制

て付されるタイ

、受領した者

、請求書など

した場合の取

ータを保存す

子署名やタイ

限がなく、税務

港区赤坂3-2-12 

88  FAX：03-55

荒川区荒川3-21-

101  FAX：03-3

【 UR

度の承認申請

は、どのような

データ化した場

度のメリットを

れた PDF ファ

税関係書類に

子データとが

必要な書類を検

関係書類をス

書類の電磁的

ャナ保存制度

件でスキャナ

るまでは、各事

ンプが押された

完了するまで

れた時刻に電

制度では、一

イムスタンプが

者が署名した上

を、書面では

取引を「電子取

する場合、紙を

イムスタンプを

務署の事前承

ア ク タ

ア ク タ ス マ

赤坂NOAビル6F

75-3331 

-2-105 

805-2070 

RL 】http://ww

請は、どのよう

なものでしょう

場合、領収書

を教えてくださ

イルで発注書

 

ついて、保管

が相互に確認

検索しやすく

スキャナで読

的記録による

は、平成 28

ナ保存が可能

事業所などで

た状態になる

では保存して置

電子文書が存

一般財団法人

が必要とされ

上で、特に速

はなく PDF な

取引」と言いま

を電子化し保

をデータに付

承認が必要な

【大阪】〒

タ ス 税

マ ネ ジ メ ン

F 【立川】〒

ww.actus.co.jp

うに行えばよ

うか。また、い

書原本はすぐに

さい。 

書を受領した

管スペースの

できる関係に

なることなど

読み取って電子

るスキャナ保存

年 9 月 30 日

となるのは、

で保存しておく

ると、紙の原本

置く必要があ

存在し、また、

日本データ通

れています。タ

速やか（3 日以

どの電子ファ

ます。 

保存するスキャ

与する点は変

ない点が大き

550-0002  大阪

TEL：06-64

理 士 法

ン ト サ ー ビ

190-0012  東京

TEL：042-5

   【 MAIL】

いでしょうか

いつまでに付

にでも捨てて

た場合もスキャ

確保やファイ

にあることや検

が挙げられま

子データとして

存の承認申請

日以降に行う承

平成 29 年 1

くことが必要と

本はすぐにで

ります。 

その後変更等

通信協会より

タイムスタンプ

以内）に付すこ

ァイルでインタ

ャナ保存制度

変わりません

きく異なる点と

阪市西区江戸堀1-

49-8682 FAX：0

法 人

ス ㈱

京都立川市曙町2-

48-8001 FAX：0

】 info@actus.c

。 

せばよいので

て良いのでしょ

ャナ保存の対

イリング作業

検索機能を確

ます。 

て保存しよう

請書」を提出し

承認申請から

月 1 日以降

となります。 

も捨てたくな

等されていな

認定を受けた

プは、領収書な

こととされてい

ターネットなど

度とは異なる保

んが、対象書類

となります。 

-9-1 肥後橋セン

06-6449-8683 

-34-13 オリンピ

042-548-8002 

co.jp  

でしょうか。 

ょうか。 

対象でしょうか

に係るコスト

確保すること

とする日の３

します。 

ら適用されま

降になります。

ると思いま

ないことを証

たタイムスタ

などの国税

います。 

どを経由して

保存要件と

類が取引関

ンタービル7F 

ピック第3ビル5F

か。 

ト

と

３

ま

 


